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徴収の猶予制度の特例

○ イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措

置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、地方税において

も、無担保かつ延滞金なしで１年間、徴収猶予を適用できる特例を設ける。

※ 基本的に全ての税目が対象（証紙徴収による地方税は除く）。

※ 本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用する。その際、施行日前に

納期限が到来している地方税についても遡及して適用できることとする。

現 状（財産の損失が生じていない場合（注）） 特 例

○ 事業につき著しい損失を受けた場合で、

一時に納付・納入することができないと

認められるときに、

徴収を猶予。

○ 原則として、担保の提供が必要。

○ 延滞金は軽減（年１．６％）。

○ 令和２年２月から納期限までの

一定の期間（１か月以上）において

収入が大幅に減少（※）した場合について

徴収を猶予。

※ 前年同期比概ね２０％以上の減

※ 一時に納付・納入が困難と認められる場合に適用

○ 担保は不要。

○ 延滞金は免除。

（注）新型コロナウイルス感染症の影響により財産に損失が生じた場合は現状でも延滞金は免除。 2




